
第２号被保険者の方への「ねんきん特別便」の送付から回答までの流れ

１．「ねんきん特別便」の送付

２．年金加入記録の確認

４．年金加入記録回答票の提出

　すべての被保険者の方（5千万件の未統合記録
との突合せの結果、既に平成１９年度に送付した
方を除く）に送付いたします。
　
◆　第１号、第３号被保険者の方には、ご本人に
　　直接送付いたします。

　 ご自身の年金加入記録について、「もれ」や「間違
 い」がないかご確認いただきます。

　返信用封筒に封入のうえ、社会保険庁にご提出いただきます。

３．年金加入記録回答票への記入

事業主の皆様にご協力いただく内容

　従業員の皆様の「ねんきん特別便」をまとめて送
付いたしますので、ご本人にお渡しいただくようお
願いします。
　また、「ねんきん特別便」と併せて送付する「送付
対象者一覧表」に配付状況をご記入のうえ、当該
一覧表を社会保険庁にご提出いただくようお願い
します。

　年金加入記録に「もれ」や「間違い」がある場合も、
ない場合も必ず記入いただきます。

事業主の皆様にご協力いただく内容

　従業員の皆様の年金加入記録回答票をできるだけ早期に
回収いただき、社会保険庁に提出いただくようお願いします。
　また、送付対象者一覧表に配付・回収状況をご記入のうえ、
当該一覧表を社会保険庁にご提出いただくようお願いします。

◆社会保険庁に送付いただく際の郵送料は、社会保険庁に
   おいて負担いたします。

　記録に「もれ」や「間違い」があるか
　ないかを記入

　記録に「もれ」や「間違い」がある
　場合に、その内容を記入

　平成８年１２月以前に旧姓で年金に
　加入していた場合は、旧姓を記入

＋

　氏名、生年月日、性別、現住所、
　電話番号を記入
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　　回収いただいた年金加入
　記録回答票をまとめて社会
　保険庁に郵送


	事務の流れ

